
令和 5年 2月 15日

教育委員会定例会報告書

車津市教育委員会





報告事項  (2件 )

(1)令和 4年度草津市サンヤレ踊リユネスコ無形文化遺産登録記念啓発事業補助

金交付要綱の制定について

(2)寄付の受け入れ報告について
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告 可

令和 4年度草津市サンヤレ踊リユネ不コ無形文化遺産登録記念啓発事業

補助金交付要綱

(趣 旨)

第 1条 市長は、国指定無形民俗文化財「近江湖南のサンヤレ踊 り」が国際連合教育科

学文化機関 (ユネスコ)無形文化遺産に登録されたことを受け、民俗芸能の普及啓発

を図ることを目的に行われる事業について、予算の範囲内において令和 4年度草津市

サンヤレ踊 リユネスコ無形文化遺産登録記念啓発事業補助金 (以下「補助金」という。)

を交付するものとし、その交付に関しては、草津市補助金等交付規則 (昭和 59年草

津市規則第 11号。以下「規則」という。)に規定するもののほかこの要綱に定める

ところによる。

(補助対象事業等 )

第 2条 補助の対象となる事業 (以下「補ロノも対象事業」という。)は、前条の目的を達

成するために国指定無形民俗文化財「近江湖南のサンヤレ踊 り」の保護団体である「草

津のサンヤレ踊 り保存協議会」を構成する各保護団体が実施する事業とする。

2 補助対象事業は、「近江湖南のサンヤレ踊 り」が国際連合教育科学文化機関 (ユネ

スコ)無形文化遺産に登録されたことを継続的に広く啓発するものであり、成果物に

は「ユネスコ登録」等の文字を記載するものとし、啓発チラシ 。ポスター等を除き、

個人への配布を目的とした食品や物品は対象外とする。

3 補助対象事業は、草津市文化財保存事業補助金交付要綱 (昭和 59年草津市告示第

88号)別表に記載の 「民俗・無形文化財保存育成」に該当するものを除く。

(補助金の額等 )

第 3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の補助対象事業に要する経費とする。

2 補助基本額は、 800, 000円 を限度 とし、補助率は 10分の 10と する。
_

3 補助金の額は、補助基本額に補助率を乗じて得た額 (千 円未満の端数が生じる場合

は、これを切 り捨てた額)と する。

(交付申請書の添付書類)

第 4条 補助金の交付を申請しようとするものは、規則第 3条第 1項に規定する補助金

等交付申請書に、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類を添付するものと

する。
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(1)事業計画書

(2)収支予算書またはこれに代わる書類

(3)実施しようとする事業に係る見積書およびその内容を示す書類

(実績報告書の添付書類 )

第 5条 規則第 13条の実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げる書類 とする。

(1)収支精算書

(2)補助事業の成果を証する書類および写真

付 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和 5年 1月 25日 から施行する。

(こ の要綱の失効)

2 この要綱は、令和 5年 3月 31日 限り、その効力を失 う。ただし、第 5条に規定す

る書類の提出については、なお従前の例によるも
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寄 付 品 目 数 量 単価 円 価格 円 住所・氏名 等 寄付年月日 受納場所

児童用図書 1式 430,430 草津市東草津4丁 目701

特定非営利活動法人

草津の未来を建設する市内業者会

令和5年

2月 9日

市内小学校

小計 430,430

合計 430,430

幸風塩争2
寄付受け入れ報告
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